
         

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

八

年

四

月

一

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



（
種

別
割

）
 

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

八

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

十

条

の

表

㈠

の

項

中

「

（

種

別

割

）

」

を

削

る

。

 

 

第

十

四

条

の

表

㈢

の

項

、

第

十

七

条

の

表

㈣

の

項

及

び

第

十

九

条

の

見

出

し

中

「

（

種

別

割

）

」

を

削

る

。

 

 

第

十

号

様

式

（

乙

）

、

第

十

号

の

二

様

式

（

乙

）

及

び

第

十

号

の

三

様

式

中

「

 
 

 
 

 

」

を

削

る

。

 

 

別

記

第

十

一

号

様

式

（

乙

）

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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   第
1
1
号
様

式
（

乙
）
（
第

1
5条

関
係

）
 

（
表

）
 

 
給
与
所
得
等
に
係
る
特
別
区
民
税
・
都
民
税
・
森
林
環
境
税
 
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
・
変
更
通
知
書
（
納
税
義
務
者
用
）
  

税                   額 

特別区民税 

税
額

控
除

前
 

所
得

割
額

④
  

 
 

 

納 付 額 

6
月
分
 

 
 

 

 

受
 

給
 
者

 
番
 

号
 

氏
 

 
 
 

名
 

指
 

定
 
番

 
号
 

所 得 

給
与

収
入
  

 
 

 

主
た

る
給

与
 

以
外

の
合

算
 

所
得

区
分

 営業等 

農 業 

不 動 産 

利 子 

配 当 

給 与 

雑 

譲渡・一時 

 

課  税  標  準 

総
所

得
③
  

 
 

 
 

税
額

控
除

額

⑤
 

 
 

 
 

7
月
分
 

 
 

 

 

 

 

 

給
与

所
得

 

（
所

得
金

額
調

整
控

除
後

）
  

 
 

 
 

山
林

所
得
  

 
 

 
 

所
得

割
額

⑥
  

 
 

 
8
月
分
 

 
 

 
住

 
 

 
 

 
所
 

番
 

号
 
宛

 
名
 

そ
の
他
の
所
得
計
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

分
離

短
期

譲
渡
  

 
 

 
 

均
等

割
額

⑦
  

 
 

 
9
月
分
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

総
所

得
金

額
①

  
 

分
離

長
期

譲
渡
  

 
 

 
 

都 民 税 

税
額

控
除

前
 

所
得

割
額

④
  

 
 

 
1
0
月
分
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
株

式
等

の
譲

渡
  

 
 

 
 

税
額

控
除

額

⑤
 

 
 

 
 

1
1
月
分
 

 
 

 
 

あ
な

た
の

特
別

徴
収

税
額

を
左

記
の

と
お

り
決

定
（

変
更

）
し

た
の

で
、

地
方

税
法

第
4
1
条

、
第

3
1
9
条

及
び

第
3
2
1
条

の
４

（
第

3
2
1
条

の
６

）
の

規
定

に
よ

っ
て

通
知

し
ま

す
。

ま
た

、
こ

の
処

分
に

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
箇

月
以

内
に

東
京

都
北

区
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
３

箇
月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経

過
す

る
と

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
ま

た
、

こ
の

処
分

の
取

消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
前

記
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
東

京
都

北
区

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て

東
京

都
北

区
を

代
表

す
る

者
は

東
京

都
北

区
長

と
な

り
ま

す
。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き

ま
す

。
た

だ
し

、
当

該
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
当

該
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
す

る
と

処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
な

お
、

処
分

の
取

消

し
の

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
た

後
で

な
け

れ
ば

提
起

す
る

こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
①

審
査

請
求

が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
３

箇
月

を
経

過
し

て
も

裁
決

が
な

い
と

き
、

②
処

分
、

処
分

の
執

行
又

は
手

続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

、
③

そ

の
他

裁
決

を
経

な
い

こ
と

に
つ

き
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
は

、
裁

決
を

経
な

い
で

も

処
分

の
取
消

し
の
訴

え
を
提

起
す
る

こ
と
が

で
き
ま

す
。
 

 
 

 
 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

所  得  控  除 

雑
損

  
 

 
障

・
寡

・
ひ

・
勤

  
 

 
 

 
上
場
株
式
等
の
配
当
等
  

 
 

 
 

所
得

割
額

⑥
  

 
 

 
1
2
月
分
 

 
 

 

医
療

費
  

 
 

配
偶

者
  

 
 

 
 

先
物

取
引
  

 
 

 
 

均
等

割
額

⑦
  

 
 

 
1
月
分
 

 
 

 

社
会

保
険

料
  

 
 

配
偶

者
特

別
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

森
林

環
境

税
額

⑧
  

 
 

 
2
月
分
 

 
 

 

控 配
 

老 配
 

扶
養

親
族

該
当

区
分
 

特 親
 本

人
該

当
区

分
 繰 越 損 失 

 

 
 

小
規
模
企
業
共
済
  

 
 

扶
養
  

 
 

特 定 

同 老 

老 人 

１ ６歳未満 

その他 

同 障 

特 障 

他 障 

未成年者 

特 障 

他 障 

寡 婦 

ひとり親 

勤労学生 

 
特

別
徴

収
税

額
⑨

  
 

 
 

3
月
分
 

 
 

 

生
命

保
険

料
  

 
 

特
定

親
族

特
別

  
 

 
 

控
除

不
足

額
⑩
  

 
 

 
4
月
分
 

 
 

 

地
震

保
険

料
  

 
 

基
礎
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

既
充

当
・

既
委

託
納

付
額

⑪
 

 
 

 

 

5
月
分
 

 
 

 
 

所
得
控
除
合
計
②
  

 
 

（
適
用
）
 

 
既

納
付

額
⑫

  
 

 

 

 
差

引
納

付
額
 

（
⑨

－
⑫
－

⑩
、
⑪

）
 
 

 
 

 
変

更
前

税
額

⑬
  

 
 

 
増
減
額
（
⑨
－
⑬
）
 

 
 

 
問
合
せ
先
 
東
京
都
北
区
 
 
 
部
 
 
 
課
 
 
 
電
話
 

 
変

更
月
 

月
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    （
裏

）
 

 
◎

税
額
の

計
算

方
法
 

 
総
所
得
金
額
①

－
所
得
控
除
合

計
②
＝
課
税
総

所
得

金
額

③
 

 
課
税
総
所
得
金

額
③
×
税
率
＝

税
額
控
除
前
所

得
割

額
④

 

 
税
額
控
除
前
所

得
割
額
④
－
税

額
控
除
額
⑤
＝

所
得

割
額

⑥
 

 
所
得
割
額
⑥
＋

均
等
割
額
⑦
＋

森
林
環
境
税
額

⑧
＝

特
別

徴
 

 
収
税
額

⑨
 

 
特
別
徴
収
税
額

⑨
－
控
除
不
足

額
⑩
＝
差
引
納

付
額

 

（
注
）
１

 
分
離

課
税
の
所
得
が

あ
る
場
合
は
計

算
方

法
が
異
な
り
ま
す

。
 

 
 

 
２

 
「
税

額
控
除
額
⑤
」

は
調
整
控
除
、

配
当

控
除

、
住

宅
借
入

金
等

特
別
税

額
控

除
、
寄

附
金

税
額

控
除
、

配
当

割
額
又

は
株

式
等
譲

渡
所

得
割

額
の
控

除
等

の
控
除

額
の

合
算
額

を
記
載
し
て
い
ま

す
。
 

 
 

 
３

 
「
控

除
不
足
額
⑩
」

は
所
得
割
額
よ

り
控

除
す

る
こ

と
が
で

き
な

か
っ
た

配
当

割
額
又

は
株

式
等

譲
渡
所

得
割

額
の
控

除
の

額
の
こ

と
で
す

。
 

  ◎
税

率
 

・
均

等
割
 

 
 

特
別

区
民

税
 

 
円

 
都

民
税

 
 

円
 

 ・
所

得
割

（
総

合
課

税
分

）
 

 
 

特
別

区
民

税
 

 
％

 
都

民
税

 

 
％
 

 ・
森

林
環

境
税

 
 

1
,0
0
0円

 

 
社

会
保
険

料
 

控
 

除
 

等
 

支
払

金
額
 

 
納
税
者
本

人

の
所
得
金

額
 

9
0
0
万
円
 

以
下
 

9
0
0
万
円
超
 

9
5
0
万
円
以

下
 

9
5
0
万
円
超
 

1
,
00
0
万
円

以
下
 

扶養控除
 

一
般
 

3
3
万
円
 

 
基

礎
 

控
除

 

納
税

者
本

人
の

所

得
金

額
 

2
,
40
0
万
円
以
下

 
4
3
万
円

 
◎

税
額
控

除
（

配
当

控
除

 
※

申
告

分
離

課
税

分
を

除
く

）
 

 
◎

税
額
控

除
（

寄
附

金
税

額
控

除
）
 

 
 

 
2
,
40
0
万
円
超

2
,4
50
万
円
以
下

 
2
9
万
円

 
 

課
税

所
得

金
額

  
1
,
0
0
0万

円
 

以
下

の
部

分
 

1
,
0
0
0万

円
 

超
の

部
分
 

 

 
前

年
中

に
次

に
掲

げ
る

寄
附

金
を
支

出
し

、
合

計
額

（
寄

附
金

の
合

計
額

が
総

所
得
金

額
等

の
合

計
額

の
3
0
％

を
超

え
る

場
合

に
は

当
該

3
0
％

に
相

当
す

る
金

額
）

が
２

千
円

を
超

え
る
場

合
に

は
、

そ
の

超
え

る
金

額
の

特
別

区
民

税
は
６

％
、

都
民

税
は
４
％

に
相
当

す
る
金

額
 

１
 

都
道

府
県

、
市

町
村

又
は

特
別
区

に
対

す
る

寄
附
金

 
２

 
東

京
都

の
共

同
募

金
会

又
は

日
本

赤
十

字
社

東
京

都
支

部
に

対
す

る
寄

附
金

の
う

ち
、

政
令

で
定
め
る

も
の

 
３

 
所

得
税

法
等

に
規

定
さ

れ
る

寄
附

金
控

除
の

対
象

の
う

ち
、

住
民

の
福

祉
の

増
進

に
寄

与
す

る
寄

附
金

と
し

て
都

又
は

区
の

条
例

で
定

め
る

も
の

 
４

 
特

定
非

営
利

活
動

法
人

に
対

す
る

寄
附

金
の

う
ち

、
住

民
の

福
祉

の
増

進
に

寄
与

す
る

寄
附

金
と
し
て

都
又
は

区
の
条

例
で
定

め
る
も

の
 

  
た

だ
し

、
１

の
う

ち
、

特
例

控
除
の

対
象

と
な

る
寄

附
金

が
２

千
円

を
超

え
る

場
合
は

、
そ

の
超

え
る

金
額

に
、

下
表

の
左

欄
の

区
分
に

応
じ

て
右

欄
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
の

特
別
区

民
税

は
５

分
の

３
、

都
民

税
は

５
分

の
２

に
相
当

す
る

金
額

を
さ

ら
に

加
算

し
た

金
額

（
所

得
割

の
2
0
％

に
相

当
す

る
金

額
を

超
え

る
と

き
は

、
そ

の
2
0
％

に
相

当
す
る
金

額
）

 

 

生命保険料控除 

支
払

金
額
 

控
除

額
 

 
老
人
 

3
8
万
円
 

 
 
2
,4
5
0
万
円
超
2
,
50
0
万
円
以
下

 
1
5
万
円

 
 

 

新契約 

1
2
,0
00
円
以
下
の
と
き
 

全
額
 

 配
偶

者
控

除
 

一
般
 

3
3
万
円
 

2
2
万
円
 

1
1
万
円
 

特
定
 

4
5
万
円
 

 
◎

税
額
控

除
（

調
整

控
除

）
 

 

 
1
2
,
0
0
0
円
超
3
2
,
0
00
円
以
下
の

と
き
 

支
払
金
額
の
１
／
２
＋
6
,
0
0

0
円
 

 
老
人
 

3
8
万
円
 

2
6
万
円
 

1
3
万
円
 

 

納
税

者
本
人

の
合
計

所
得
金

額
が
2
,
5
0
0
万

円
以
下

の
場
合

、
下
記

の
区
分

に
応

じ
た
金
額

 
合
計
課
税

所
得
金

額
が
2
0
0
万
円
以
下

の
者

 
 

次
の

①
と

②
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

の
５

％
（

特
別

区
民

税
３

％
、

都
民

税
２
％
）
に

相
当
す

る
金
額

 
 

①
下

表
の

控
除

の
種

類
欄

に
掲

げ
る

控
除

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、
同
表

金
額
欄

に
掲
げ

る
金
額

を
合
算

し
た
金

額
 

 
②
合
計

課
税
所

得
金
額

 
合
計
課
税

所
得
金

額
が
2
0
0
万
円
超
の

者
 

 
①

の
金

額
か

ら
②

の
金

額
を

控
除

し
た

金
額

（
５

万
円

を
下

回
る

場
合

は
５

万
円
）
の

５
％
（

特
別
区

民
税
３

％
、
都

民
税
２

％
）
に

相
当
す

る
金
額

 
 

①
下

表
の

控
除

の
種

類
欄

に
掲

げ
る

控
除

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、
同
表

金
額
欄

に
掲
げ

る
金
額

を
合
算

し
た
金

額
 

 
②
合
計

課
税
所

得
金
額

か
ら
2
0
0
万
円
を
控

除
し
た

金
額

 

 

 
3
2
,
0
0
0
円
超
5
6
,
0
00
円
以
下
の

と
き
 

支
払
金
額
の
１
／
４
＋
1
4
,
0

0
0
円
 

 

配偶者特別控除 

所
得

金

額
 

控
除

額
 

同
居
 

老
親

等
 

4
5
万
円
 

 
 
種

類
 

特
別
区
民

税
 

都
民

税
 

特
別
区
民

税
 

都
民

税
 

 

 
5
6
,0
00
円
超
の
と
き
 

2
8
,0
00
円
 

 
5
8
万
円
超
 

9
5
万
円
以

下
 

3
3
万
円
 

2
2
万
円
 

1
1
万
円
 

特定親族特別控除
 

所
得
 

金
額
 

控
除
 

額
 

 
 

 

旧契約 

1
5
,0
00
円
以
下
の
と
き
 

全
額
 

 
9
5
万
円
超
 

1
0
0
万
円

以
下
 

3
3
万
円
 

2
2
万
円
 

1
1
万
円
 

5
8
万
円

超
 

9
5
万
円

以
下
 

4
5
万
円
 

 
利
益
の
配

当
等

 
1
.
6
％
 

1
.
2
％
 

0
.
8
％
 

0
.
6
％
 

 

 
1
5
,
0
0
0
円
超
4
0
,
0
00
円
以
下
の

と
き
 

支
払
金
額
の
１
／
２
＋
7
,
5
0

0
円
 

 
1
0
0
万
円

超
 

1
0
5
万
円

以
下
 

3
1
万
円
 

2
1
万
円
 

1
1
万
円
 

9
5
万
円

超
 

1
0
0
万
円

以
下
 

4
1
万
円
 

 
外
貨
建
等

以
外
の

証
券
投

資
信
託

 
0
.
8
％
 

0
.
6
％
 

0
.
4
％
 

0
.
3
％
 

 

 
4
0
,
0
0
0
円
超
7
0
,
0
00
円
以
下
の

と
き
 

支
払
金
額
の
１
／
４
＋
1
7
,
5

0
0
円
 

 
1
0
5
万
円

超
 

1
1
0
万
円

以
下
 

2
6
万
円
 

1
8
万
円
 

9
 

万
円
 

1
0
0
万
円

超
 

1
0
5
万
円

以
下
 

3
1
万
円
 

 
外
貨
建
等

証
券
投

資
信
託

 
0
.
4
％
 

0
.
3
％
 

0
.
2
％
 

0
.
1
5
％
 

 

 
7
0
,0
00
円
超
の
と
き
 

3
5
,0
00
円
 

 
1
1
0
万
円

超
 

1
1
5
万
円

以
下
 

2
1
万
円
 

1
4
万
円
 

7
 

万
円
 

1
0
5
万

円
超
 

1
1
0
万

円
以
下
 

2
1
万
円
 

 
 

 

 

一
般

生
命

保
険

料
、

介
護

医
療

保
険

料
及

び
個

人

年
金

保
険

料
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

上
の

算
式

に

よ
り

計
算

し
た

控
除

額
の

合
計

額
（

限
度

額
7
0
,
0

0
0
円

）
 

一
般

生
命

保
険

料
又

は
個

人
年

金
保

険
料

に
つ

い

て
は

、
新

契
約

と
旧

契
約

の
双

方
に

つ
い

て
控

除

の
適

用
を

受
け

る
場

合
、

新
契

約
と

旧
契

約
そ

れ

ぞ
れ

上
の

算
式

に
よ

り
計

算
し

た
控

除
額

の
合

計

額
（

限
度

額
2
8
,
00
0
円
）
 

 
1
1
5
万
円

超
 

1
2
0
万
円

以
下
 

1
6
万
円
 

1
1
万
円
 

6
万
円
 

1
1
0
万

円
超
 

1
1
5
万

円
以
下
 

1
1
万
円
 

 
◎

税
額
控

除
（

住
宅

借
入

金
等

特
別

税
額

控
除

）
 

 

 
 

1
2
0
万
円

超
 

1
2
5
万
円

以
下
 

1
1
万
円
 

8
 

万
円
 

4
万
円
 

1
1
5
万

円
超
 

1
2
0
万

円
以
下
 

6
万
円
 

 
 

前
年

分
の

所
得

税
に

お
い
て

平
成
2
1
年

か
ら

令
和

７
年

ま
で

の
入
居

に
係

る
住
宅
借

入
金

等
特

別
控

除
の
適

用
を

受
け

た
場

合
、
①

か
ら

②
を
控

除
し

た
金

額
（

前
年
分

の
所

得
税

に
係
る

課
税

総
所

得
金

額
等
の
1
0
0
分
の
５
に

相
当
す

る
金

額
（
9
7
,
5
0
0
円
を
限
度
）
を
超

え
る
場

合
に

は
、
当
該

金
額
）

に
下

欄
の
割
合

を
乗
じ

た
金
額

 

 
た

だ
し

、
居

住
年

が
平

成
2
6
年

か
ら

令
和

３
年

ま
で

（
地
方

税
法

附
則

第
6
1
条

の
規
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

は
令

和
４

年
ま

で
）

で
あ

っ
て

、
特

定
取

得
、

特
別

特
定

取
得

（
特

例
取

得
及

び
特

別
特

例
取

得
を

含
む

。
）

又
は

特
例

特
別

特
例

取
得

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、
「

1
0
0
分

の
５

」
を

「
1
0
0

分
の

７
」

と
、
「

9
7
,
5
0
0
円

」
を

「
1
3
6
,
5
0
0
円

」
と

し
て

計
算

し
た

金
額

 
 

①
前

年
分

の
所

得
税

に
係
る

住
宅

借
入
金

等
特

別
控

除
額

（
特
定

増
改

築
等

に
係
る

住
宅

借
入

金
等

の
金
額

又
は

平
成

1
9
年
若

し
く

は
平

成
2
0
年

の
居

住
年

に
係

る
住
宅

借
入

金
等

の
金
額

を
有

す
る

場
合
に
は

、
当
該

金
額
が

な
か
っ

た
も
の

と
し
て

計
算
し

た
金
額

）
 

 
②
前
年

分
の
所

得
税
の

額
（
住

宅
借
入

金
等
特

別
控
除

等
適
用

前
の
金

額
）

 

 

 
 

1
2
5
万
円

超
 

1
3
0
万
円

以
下
 

6
万
円
 

4
 

万
円
 

2
万
円
 

1
2
0
万

円
超
 

1
2
3
万

円
以
下
 

3
万
円
 

 
控
除
の
種

類
 

金
額
 

控
除
の
種

類
 

金
額
 

 
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
人
的
控
除
差
調
整
額

を
 

控
除
し
た
金
額
 

割
合
 

 
 

1
3
0
万
円

超
 

1
3
3
万
円

以
下
 

3
 

万
円

 

2
 

万
円
 

1
万
円
 

 

 
基
礎
控

除
 

５
万
円
 

納
税

者
本

人
の

所

得
金

額
 

9
0
0
万

円

以
下
 

9
0
0
万

円

超
 

9
5
0
万

円

以
下
 

9
5
0
万

円

超
 

1
,
0
0
0
万

円
以
下
 

 
０

円
以
上

1
95
万
円

以
下
 

8
4
.
8
9
5％

 

 
 

障
害
者
控

除
 

（
特
別
障
害
者

）
 

（
同
居
特
別
障
害

者
）

 

 

2
6
万
円

 

3
0
万
円

 

5
3
万
円

 

 

障
害

者
 

控
 
除

 

普
通
 

１
万
円
 

 
1
9
5
万
円

超
33
0
万
円

以
下
 

7
9
.
7
9％

 

 
 

 
 

3
3
0
万
円

超
69
5
万
円

以
下
 

6
9
.
5
8％

 

◎
所

得
控

除
 

 

地震保険料控除 

支
払

金
額
 

控
除

額
 

 
 

特
別
 

1
0
万
円
 

配
偶

者
 

控
除
 

一
般
 

５
万
円
 

４
万
円
 

２
万
円
 

 
6
9
5
万
円

超
90
0
万
円

以
下
 

6
6
.
5
1
7％

 

雑
損

控
除
 

（
実

質
損
失
額
－
総

所
得
金
額
等

の

合
計
額
×

1
0
％
）

又
は
（

災
害
関

連

支
出

の
金
額
－
５
万

円
）
の
う
ち

い

ず
れ

か
高

い
方

の
金

額
 

 
地 震 

保険料 

5
0
,
0
0
0
円

以
下

の
と

き
 

支
払

金
額

の
１

／

２
 

 
 

老
人
 

1
0
万
円
 

６
万
円
 

３
万
円
 

 
9
0
0
万
円

超
1,
8
0
0万

円
以

下
 

5
6
.
3
0
7％

 

 
5
0
,
0
0
0円

超
の

と
き
 

2
5
,
0
0
0円

 
 

 
同
居
 

特
別
 

2
2
万
円
 

扶養控除 

一
般

 
５
万
円
 

老
人
 

1
0
万
円
 

 
1
,
8
0
0万

円
超

4
,
00
0
万
円

以

下
 

4
9
.
1
6％

 

医
療

費
控

除
 

医
療

費
の

実
質

負
担

額
－

（
1
0
万

円
と

総
所

得
金

額
等

の
５

％
の

い

ず
れ

か
低

い
金

額
）
（

限
度

額
2
0
0

万
円

）
 

※
地

方
税

法
附

則
第

４
条

の
４

の

規
定
の
適
用
を
選

択
す
る
場

合
 

特
定

一
般

用
医

薬
品

等
購

入
費

－

１
万

２
千

円
（

限
度

額
８

万
８

千

円
）

 

 
旧長期契約 

5
,
0
0
0
円

以
下

の
と

き
 

全
額
 

 
寡
婦
控

除
 

2
6
万
円

 
 

特
別

区
民

税
 

３
／

５
 

都
民

税
 

２
／

５
 

 
4
,
0
0
0万

円
超
 

4
4
.
0
5
5％

 

 
5
,
0
0
0円

超
 

1
5
,
0
0
0
円

以
下

の
と

き
 

支
払

金
額

の
１

／

２
 

＋
2
,
5
00
円
 

 
ひ
と
り
親
控

除
 

3
0
万
円

 
 

寡
婦
控

除
 

１
万
円
 

特
定

 
1
8
万
円
 

同
居
 

老
親
等
 

1
3
万
円
 

◎
税

額
控

除
（

配
当

割
額

又
は

株
式

等
譲

渡
所

得
割

額
の

控
除

）
 

 
０

円
未
満
 

（
課

税
山

林
所

得
金

額
及

び
課

税
退

職
所
得
金
額
を
有

し
な
い
場
合

）
 

9
0
％
 

 
 

勤
労
学
生
控

除
 

2
6
万
円

 

 
ひ
と

り

親
控

除
 

父
 

1
万
円
 

区
分
 

特
別

区
民

税
 

都
民

税
 

 

 
1
5
,
0
0
0円

超
の

と
き
 

1
0
,
0
0
0円

 
 

 
母
 

5
万
円
 

 
配

当
割

額
又

は

株
式

等
譲

渡
所

得
割

額
 

３
／

５
 

２
／

５
 

 
０

円
未
満
 

（
課

税
山

林
所

得
金

額
又

は
課

税
退

職
所
得
金
額
を
有

す
る
場
合

）
 

地
方

税
法

に

定
め

る
割

合
 

 
地
震
保

険
料

、
旧

長
期
契

約
の
両

方
が
あ
る

場
合
は

、
限
度

額
は

2

5
,
00
0
円
 

 
 

勤
労
学
生
控

除
 

１
万
円
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。
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第14号様式（甲）（第17条関係） 

（表） 

年度 

 
特別区民税・都民税・森林環境税 

税 額 決 定 
通知書 

 納 税 
    

 あなたの税額を次のとおり決定いたしましたので通知します。 
    

 年 月 日  
 
 
     特別区民税･都民税の賦課 税額に関するお問合せ 

電話： 

納税に関するお問合せ 

電話： 

税の証明に関するお問合せ 

電話： 

東京都北区役所 〒114-8508 北区王子本町１丁目１５番２２号 

     

     

通 知 書 番 号    

問 合 せ 番 号    

     

年 税 額 円 
 

 

給 与 特 別 徴 収 税 額 円 
 

  

公 的 年 金 特 別 徴 収 税 額 円 
 

  

普 通 徴 収 税 額 円 
 

  

     口座振替による納付の場合 

期 別      
金 融 機 関 名 

 

納 期 限      

税 額 円 円 円 円  口 座 種 別  

充当・委託納付額 円 円 円 円  口 座 番 号  

納 付 済 額 円 円 円 円  口 座 名 義 人  
充 当 ・ 委 託 納 付 後 

差 引 納 付 額 円 円 円 円  振 替 方 法  
 （個人情報のため口座番号の一部を消してあります。） 
 
（１）所得金額の内訳（単位：円）   （３）課税標準額（単位：円） 

収
入 

給 与 収 入        総所得         

公的年金収入                 

総
合
課
税
所
得 

                 

                 

                  

        （４）合計税額（単位：円） 
         区 民 税 都 民 税 

        所得割合計額         

総 所 得 合 計                 

分
離 

                 

                 

                 

繰 越 損 失        差引所得割額         

合 計 所 得        均 等 割 額         

        計         

（２）所得控除額の内訳（単位：円）   森   林   環   境   税     

控

除

金

額 

       

年 税 額 
    

            

        所得割より控除しきれなかった配当割及び譲渡割の控

除 額 

    

                  

        （５）公的年金から特別徴収する額及び徴収月 
        特別徴収義務

者 
 

        法 人 番 号  

控 除 合 計        特別徴収対象年金  

      

特
別
徴
収
税
額 

年 ４月     （単位：円） 

扶養親族該当区分  
 
特親 

 年 ６月        

配偶者 
特定 同老 老人 16歳未満 その他 

障害  年 ８月        

有 老 同特 特別 その他  年１０月        

            年１２月        

本人該当区分 
家
・
事 

    年 ２月        

未
成
年 

障害 寡婦 
寡
夫 

ひ
と
り
親 

勤
労
学
生 

   翌
年
度
仮
特

別
徴
収
税
額 

年 ４月        

特
別 

そ
の
他

一
般 

特
別 

   年 ６月        

   年 ８月        
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。
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第 14 号様式（乙）（第 17条関係） 

(表) 
年度 

特別区民税・都民税・森林環境税 
税額変更

 納税（税額決定）
 通知書兼 

公的年金特別徴収決定（中止）通知書 

あなたの税額を決定したので、地方税法第41条、第319条、第319条の2 

及び第321条の7の5の規定によって通知します。 
 

年  月  日 

通 知 書 番 号   特別区民税･都民税の賦課 税額に関するお問合せ 

問 合 せ 番 号   電話： 

◎決定又は変更理由 納税に関するお問合せ 

 

電話： 

税の証明に関するお問合せ 

電話： 

東京都北区役所 〒114-8508 北区王子本町１丁目１５番２２号 

 
◎所得及び所得控除 (円)  ◎課税標準額及び税額 (円)  ◎扶養・本人区分等   

区 分 変更前の額 変更後の額  区 分 変更前の額 変更後の額   配偶

者 
扶養 扶養障害 

特 
親 

 

収

入 

    課
税
標
準
額 

    扶養区分 有
り 

老
人 

特
定 

同
老 

老
人 

16

歳

未

満 

そ
の
他 

同
特 

特
別 

そ
の
他 

 

          

         変更前             

総
合
課
税
所
得 

        変更後             

      区民税        

      都民税     未
成
年 

障害 婦 寡 

寡
夫 

ひ
と
り
親 

勤

労

学

生 

家

・

事 

   

    
所
得
割
額 

 区民税    本人区分 特
別 

そ
の
他 

一

般 

特

別 

   

      都民税        

総 所 得 金 額     区民税    変更前             

分
離
所
得 

     都民税    変更後             

      区民税    ◎事業所情報    

      都民税    指定番号  整理番号   

合 計 所 得 金 額     区民税    受給者番

号 
  

繰 越 損 失     都民税    事業所名

称 
  

総 所 得 金 額 等     区民税    ◎特別徴収を行う公的年金   

      都民税    特別徴収義務者   

      区民税    法人番号   

所
得
控
除 

     都民税    特別徴収対象年金   

     区民税    ◎公的年金より徴収される翌年度の仮徴収税額   

     都民税    
徴収月 

特別徴収税額 (円)  

     
 

区民税    変更前 変更後  

     都民税    ４月    

所 得 控 除 合 計    
所 得 割 額 

区民税    ６月    

  都民税    ８月    

  
均 等 割 額 

区民税    

 翌年度も引き続き公的年金の支払いを受ける場合は、翌年度4月 

から8月まで上記の額を特別徴収することになりますので、地方税 

法第321条の7の8の規定によって通知します。 

また、公的年金から特別徴収が中止された場合には、普通徴 

収の方法によって徴収します。 

  都民税    

  
減 免 額 

区民税    

  都民税    

  森 林 環 境 税    

  年 税 額    

  配当譲渡割控
除不足額 

区民税    

  都民税    

◎普通徴収期割額 (円)  ◎給与特別徴収月割額 (円) ◎ 公 的 年 金 特 別 徴 収 月 割 額
 (

 

期 別 納期限 変更前の額 変更後の額 納付済額  区分 変 更 前 の 額 変 更 後 の 額  区分 変 更 前 の 額 変 更 後 の 額 納 付 済 額 

      6月    4月    

      7月    6月    

      8月    8月    

      9月    10月    

      10月    12月    

      11月    2月    

      12月    合計額    

      1月    ◎口座振替による納付の場合  

      2月    金融機関名  

      3月    口座番号  

      4月    口座名義人  

      5月    振替方法  

合計額     合計額    （個人情報保護のため口座番号の一部を＊で表示しています。） 
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（
種

別
割

）
 

 
別

記

第

十

五

号

様

式

( 表 )
中

「

 
 

 
 

 

」

を

削

り

、

同

様

式

( 裏 )
を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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   （
裏

）
 

 

   
 

―
継

続
検

査
の

申
請

を
 

さ
れ

る
方

へ
―

 
 

 
 

 滞
納

状
況

欄
に

「
有

」
と

表
示

さ
れ

て
い

る

場
合

は
、

一
部

未
納

が
あ

る
た

め
、

証
明

書

と
し

て
お

使
い

に
な

れ
ま

せ
ん

。
 

 納
税

の
上

、
証

明
書

の
交

付
申

請
を

し
て

く

だ
さ

い
。

 

 ○
本

状
到

着
前

に
納

税
し

た
場

合
で

も
滞

納

状
況

欄
に

「
有

」
と

表
示

さ
れ

て
い

る
と

、

証
明

書
と

し
て

お
使

い
に

な
れ

ま
せ

ん
の

で
、

領
収

書
を

提
示

の
上

、
証

明
書

の
交

付

申
請

を
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 ○
領

収
印

が
な

い
場

合
で

も
滞

納
状

況
欄

が

空
欄

で
あ

れ
ば

、
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

ま
で

は
納

税
証

明
書

と
し

て
お

使
い

に
な

れ
ま

す
。
 

 

１
．

納
税

義
務

者
 

 
本
税
は
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
原
動
機
付
自
転

車
、
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
小
型

自
動
車

（
以

下
「

軽
自

動
車

等
」

と
い

う
。
）
を

所
有
し
て
い
る
方
又
は
国
・
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
軽

自
動
車
等
を
借
り
受
け
て
使
用
し
て
い
る
方
に
課
せ

ら
れ
ま
す

（
地
方

税
法
第
4
4
3
条
、
東
京

都
北
区

特
別
区
税
条
例
第
37条

）。
 

 ２
．

課
税

標
準

及
び

税
率

 

 

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
東

京
都

北
区

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
東

京
都

北
区

を
代

表
す

る
者

は
東

京
都

北
区

長
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

た
だ

し
、

当
該

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
当

該
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
す

る
と

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

な
お

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
た

後
で

な
け

れ
ば

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

①
審

査
請

求
が

あ
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

を
経

過
し

て
も

裁
決

が
な

い
と

き
、

②
処

分
、

処
分

の
執

行
又

は
手

続
の

続
行

に
よ

り
生

ず
る

著
し

い
損

害
を

避
け

る
た

め
緊

急
の

必
要

が
あ

る
と

き
、

③
そ

の
他

裁
決

を
経

な
い

こ
と

に
つ

き
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
は

、
裁

決
を

経
な

い
で

も
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

５
．

納
期

限
ま

で
に

納
付

さ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

け
る

措
置

 
(
１

)
 

納
期

限
ま

で
に

税
金

を
完

納
し

な
い

た
め

督
促

を
受

け
、

か
つ

、
そ

の
督

促
状

を
発

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
1
0
日

を
経

過
し

た
日

ま
で

に
こ

の
税

金
に

係
る

徴
収

金
を

完
納

し
な

い
場

合
に

は
、

滞
納

処
分

を
受

け
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

 
(
２

)
 

表
記

金
額

を
納

期
限

ま
で

に
納

付
さ

れ
な

い
と

き
は

、
納

期
限

の
翌

日
か

ら
納

付
の

日
ま

で
の

期
間

の
日

数
に

応
じ

、
税

額
（

1
,
0
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

、
又

は
そ

の
金

額
が

2
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
又

は
全

額
を

切
り

捨
て

ま
す

。
）

に
年

1
4
.
6
％

（
そ

の
納

期
限

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
つ

い
て

は
、

年
7
.
3
％

）
の

割
合

（
当

該
年

の
租

税
特

別
措

置
法

第
9
3
条

第
２

項
に

規
定

す
る

平
均

貸
付

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

（
以

下
「

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
」

と
い

う
。
）

が
年

7
.

3
％

の
割

合
に

満
た

な
い

場
合

に
は

、
そ

の
年

中
に

お
い

て
は

、
年

1
4
.
6
％

の
割

合
に

あ
っ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

7
.
3
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

と
し

、
年

7
.
3
％

の
割

合
に

あ
っ

て
は

当
該

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
（

当
該

加
算

し
た

割
合

が
年

7
.
3
％

の
割

合
を

超
え

る
場

合
に

は
、

年
7
.

3
％

の
割

合
）

と
し

ま
す

。
）

を
乗

じ
て

計
算

し
た

延
滞

金
額

を
加

算
し

て
納

付
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

こ
の

場
合

の
年

当
た

り
の

割
合

は
、

う
る

う
年

の
日

を
含

む
期

間
に

つ
い

て
も

、
3
6
5
日

当
た

り
の

割
合

で
す

。
 

 
な

お
、

表
記

金
額

を
訂

正
し

た
場

合
は

こ
の

納
付

書
は

利
用

で
き

ま
せ

ん
。

 
「

納
め

る
と

こ
ろ

」
右

参
照

 

 納
め

る
と

こ
ろ

 

 
 

車
 

 
の

 
 
種

 
 
類

 
税
 
率

 
 

 

 
 

自 転 車 

原動機付 

特
定
小
型

 
 

2
,
0
00
円
  

 
 

 
 

総
排
気
量
5
0
c
c
以
下

 
 

 
 

 
総
排
気
量
125cc以

下
か
つ
最
高
出
力
4.0kW(50cc相

当
)以

下
 

 
 

 
 

総
排
気
量
5
0
c
c
超
9
0
c
c
以
下
 

 
 

 
 

総
排
気
量
9
0
c
c
超
1
2
5
c
c
以
下
 

2
,
4
00
円
 
 

 
 

 
三
輪
以
上
(一

定
の
も
の
を
除
く
) 

3
,
7
00
円
 
 

 
 

 
自 動 車 

小型特殊 

農
耕
作
業

用
 

2
,
4
00
円
 
 

 

 
 

そ
の
他
(
フ
ォ

ー
ク
リ

フ
ト
等
)
 

5
,
9
00
円
 
 

 

 
 

軽
二
輪
(
1
2
5
c
c
超
2
50
c
c
以
下
）
 

3
,
6
00
円
 
 

 
 

 
二
輪
小
型

自
動
車
(
2
5
0
c
c
超
) 

6
,
0
00
円
 
 

 

 
 

※
二
輪
の

ボ
ー
ト

ト
レ
ー

ラ
ー
は

軽
二
輪

と
同
率

で
す
。

 

 
 

 

 
 

車
 

 
の

 
 
種

 
 
類

 
旧
税
率

 
新
税
率

 
重
課
税
率

 
 

 
 

 
軽自動車 

３
輪

 
3
,
1
00
円
 

3
,
9
00
円
 

4
,
6
00
円
 
 

 
 

 
４
輪
以
上

 

の
乗
用

 

営
業
用

 
5
,
5
00
円
 

6
,
9
00
円
 

8
,
2
00
円
 
 

 
 

 
自
家
用

 
7
,
2
00
円
 
1
0
,
80
0
円
 

1
2
,
90
0
円
 
 

 
 

 
４
輪
以
上

 

の
貨
物
用

 

営
業
用

 
3
,
0
00
円
 

3
,
8
00
円
 

4
,
5
00
円
 
 

 
 

 
自
家
用

 
4
,
0
00
円
 

5
,
0
00
円
 

6
,
0
00
円
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

車
 

 
の

 
 
種

 
 
類

 
軽
課
7
5
％
 

軽
課
5
0
％
 

 
 

 
 

軽自動車 

３
輪

 
1
,
0
00
円
 

 
2
,
0
00
円
 

(
乗
用
営
業
用
の
み
) 
 

 

 
 

４
輪
以
上

 

の
乗
用

 

営
業
用

 
1
,
8
00
円
 

3
,
5
00
円
 
 

 
 

 
自
家
用

 
2
,
7
00
円
 

 
 

 
 

 
４
輪
以
上

 

の
貨
物
用

 

営
業
用

 
1
,
0
00
円
 

 
 

 
 

自
家
用

 
1
,
3
00
円
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

軽
自
動
車

等
の
使

用
に
対

す
る
も

の
 

(
国

・
地

方
公

共
団

体
な

ど
か

ら
借

り

受
け
て
い

る
場
合
)
 

上
記
の
税

率
の
７

割
に
相

当
す
る

額
 

  
 

 

 
 

※
課
税
標

準
及
び

各
税
率

の
詳
細

に
つ
い

て
は
別

紙
を
参

照
 

 

           ［
納

税
に

関
す

る
お

問
合

せ
］

 
◎

北
区

 
 

部
 

 
 

 
課

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

 
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 
 

祝
日

・
休

日
、

年
末

年
始

を
除

く
。

 

 
 

 

３
．
軽
自
動
車
税
の
減
免
 

 
身
体
障
害
者
等
、
生
活
保
護
受
給
者
、
そ
の
他
で

当
区
の
条
例
の
規
定
に
該
当
す
る
方
は
減
免
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
納
期
限
ま
で
に
当
該
事
由
を
証
明
す
る

書
類
等
を
提
示
し
、
減
免
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
 

４
．
審
査
請
求
及
び
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
 

 
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３

箇
月
以
内
に
東
京
都
北
区
長
に
対
し
て
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
箇

月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
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（
種

別
割

）
 

 
別

記

第

二

十

号

様

式

中

「

 
 

 
 

 

」

を

削

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）
 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。

）

別

記

第

十

号

様

式

（

乙

）

及

び

第

十

号

の

三

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

現

に

改

正

前

の

規

則

別

記

第

二

十

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

交

付

さ

れ

て

い

る

標

識

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

別

記

第

二

十

号

様

式

の

規

定

に

よ

る

標

識

と

み

な

す

。
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東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

八

年

四

月

二

十

三

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 



                                                                 
東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

九

号

 

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

七

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

付

則

第

四

項

中

「

令

和

八

年

二

月

二

十

八

日

」

を

「

令

和

九

年

二

月

二

十

八

日

」

に

改

め

る

。

 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

付

則

第

四

項

の

規

定

は

、

令

和

八

年

三

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。
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